令和８年２月１２日
会員各位
九州北部税理士会筑紫支部
                                                        支部長　 川原　孝行

事務所職員被表彰者の推薦方について

  標記のとおり九州北部税理士会会員事務所職員表彰細則により、本年４月１日現在における該当者を会員事務所職員被表彰該当者に記入して、４月２日(木)までに（必着）支部事務局宛へご回報ください。

回報先　　　　　　　　　　　　　　〒８１２－００１６
九州北部税理士会筑紫支部　　　　　福岡市博多区博多駅南１－１３－２１
事　務　局　  　　ＴＥＬ　４７２－３４１０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　４７２－３４１６

なお、下記にご留意ください。

記

１.　同一事務所に通算１０年以上勤務者
（これまでに表彰を受けたことのない者）

２.　同一事務所に通算１５年以上勤務者
（既に１０年勤続表彰を受けた者を含む）

３.　同一事務所に通算２０年以上勤務者
（既に１０年、１５年の勤続表彰を受けた者を含む）

４.　同一事務所に通算２５年以上勤務者
（既に１０年、１５年、２０年の勤続表彰を受けた者を含む）

５.　同一事務所に通算３０年以上勤務者
（既に１０年、１５年、２０年、２５年の勤続表彰を受けた者を含む）

６.　同一事務所に通算３５年以上勤務者
（既に１０年、１５年、２０年、２５年、３０年の勤続表彰を受けた者を含む）

７.　同一事務所に通算４０年以上勤務者
（既に１０年、１５年、２０年、２５年、３０年、３５年の勤続表彰を受けた者を含む）


· 昭和５８年１０月１２日、本会に入会された公認会計士の事務所職員で、入会時に職員であった者の勤続期間の起算日は、昭和５８年１０月１２日とし、その後の採用者については、採用の日となります。

※  下記の細則にご注意ください。

	

九州北部税理士会会員事務所職員表彰細則抜粋


（欠格条項）

第３条　次の各号の一に該当するものは表彰しない。

（1） 会員事務所に勤務する税理士
（2） 税理士会員の同居家族従事者
（3） 会費滞納中の会員の事務所職員


（勤続期間）

第４条　死亡又は業務廃止（税理士法人の解散を含む。）により会員の事務所職員を引継ぎ採用した場合の勤務期間については、当該会員事務所に勤務していた期間を通算するものとする。

２　税理士法人会員事務所での勤務期間には、当該税理士法人に所属する税理士の会員事務所に勤務していた期間を通算するものとする。
３　親族従事者の勤続期間は、別生計となった日を起算日とする。
４　前各頁以外の勤続期間の算定方法については、会長が決定する。


（実施方法）

第６条  表彰は、表彰状をもって行なうこととし、その授与は、職員を雇用する会員が所属する
　　　　支部又は当該会員の事務所に委託する。


















会員事務所職員被表彰該当者


　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  筑 紫 支 部
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